
雨水浸透阻害行為及び雨水流出抑制対策相談フロー 

 
                           市街化調整区域での開発行為 

 ・葵 / 駿河区は河川課総合治水係が窓口 
・清水区は土木事務所工事係が窓口 

 
未満               以上 

開発面積が 500 ㎡ 
                             
○雨水流出抑制対策不要            不要  開発許可・協議必要か？          
 ※２           開発許可済地か？     （土地政策課で確認） 
                  
  ○開発区域内の雨水           済地外          必要 
   流出抑制施設等の   済地 
   変更協議必要                           

   開発面積が 1,000 ㎡ 
○静岡市雨水流出   未満 
 抑制対策要綱に      開発面積が 1,000 ㎡        以上     未満 

よる対策必要                       
        以上                                                 

    流域外                         ○静岡市開発行為 
            巴川流域内か？   巴川流域内か？      指導基準による 
                                  対策必要   
                流域内     流域内    流域外 
             
       特定都市河川浸水被害対策法     特定都市河川浸水被害対策法 
  不要   第 30 条の許可必要か？           第 30 条の許可必要か？   不要 
       （開発前の状況等協議必要）  （開発前の状況等協議必要） 

                    必要            必要  

      ○特定都市河川浸水被害対策法第 30 条の規定による許可必要 ※１ 

※１ 巴川流域の開発で、開発許可と特定都市河川浸水被害対策法 30 条の許可の両方が必

要となる場合は、対策量が多い方の施設整備を実施する。 

※２ 巴川流域の開発で、隣接地の開発が５年以内に行われている場合、又は今後５年以

内に隣接地を開発する予定がある場合は協議が必要。 


